
 

 
  今後の障害者支援のあり方 

～障害者自立支援法の見直しに当たって～ 

平成２０年８月２０日 
全 国 知 事 会  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

４ 施設入所と地域移行 

○地域での生活を支える基盤整備（グループホーム等)の充実を図ること。 

○身体障害者についても、グループホーム、ケアホームの利用対象とすること。 

○重症心身障害者の地域移行を推進するための措置として報酬等の加算に配慮するこ

と。 

５ 精神障害者支援施策 

○身体障害者や知的障害者と同等の支援となるよう、精神障害者の自立及び社会参加を 

促進するため、公共交通機関の運賃、有料道路料金の減免等の実施について、関係 

機関への働きかけを行うこと。 

○精神障害者が利用できる事業所を拡大し、精神障害者社会復帰施設等に新体系への 

移行を促すため、報酬単価・人員配置基準を精神障害者の特性を考慮して改定する 

こと。 

６ 地域生活支援事業 

○ 国庫補助金について、地域生活支援事業に積極的に取り組めるよう、地域生活支援事業

地域の取組状況を踏まえた配分と充分な財源を確保すること。 

障害者自立支援法について 

１ 利用者負担 

○負担軽減の時限措置（特別対策（H19.4～H21.3）、緊急措置（H20.7～H21.3））を恒久的な 

制度とするとともに、恒久化に当たっては、利用者にとって分かりやすい制度とすること。

○利用者負担の問題は、利用者の収入・所得の保障と表裏一体の問題であることから、就労 

支援策や工賃向上策、障害年金の検討など、利用者の収入・所得保障の在り方と一体的に 

検討を行うこと。 

２ 事業者の経営基盤の強化  

○平成 21 年 4 月の報酬単価・人員配置基準の改正に当たっては、地域での自立した生活を 

前提に、全国レベルの経営実態調査の結果を踏まえて、サービスの質の向上、良質な人材 

の確保、経営の安定化を図ることができるようにすること。 

○特に報酬改定に当たっては、法施行前の収入が確保できるよう配慮すること。 

３ 障害程度区分認定  

○障害程度区分の調査項目に、知的障害及び精神障害の特性を反映する項目を導入すること。

○市町村審査会で１次判定を変更する場合、市町村間で著しい格差が生じないよう、全国的 

な平準化を図るためのマニュアルや事例集を作成するなど、２次判定の際の判定基準の 

整備を図ること。 

○障害程度区分認定による利用できるサービスの制限を見直し、サービス利用については、 

相談支援（ケアマネジメント）により決定する仕組みにするとともに、すべての障害福祉 

サービス利用者に、指定相談支援事業者によるサービス利用計画作成費が算定できるよう 

基準を拡大すること。 

４ 施設入所と地域移行 

○地域での生活を支える基盤整備（グループホーム等)の充実を図ること。 

○身体障害者についても、グループホーム、ケアホームの利用対象とすること。 

○重症心身障害者の地域移行を推進するための措置として報酬等の加算に配慮すること。 

５ 精神障害者支援施策 

○身体障害者や知的障害者と同等の支援となるよう、精神障害者の自立及び社会参加を 

促進するため、公共交通機関の運賃、有料道路料金の減免等の実施について、関係 

機関への働きかけを行うこと。 

○精神障害者が利用できる事業所を拡大し、精神障害者社会復帰施設等に新体系への 

移行を促すため、報酬単価・人員配置基準を精神障害者の特性を考慮して改定する 

こと。 

６ 地域生活支援事業 

○地域生活支援事業に積極的に取り組めるよう、地域生活支援事業国庫補助金について、 

地域の取組状況を踏まえた配分と充分な財源を確保すること。 

就労支援について 

１ 福祉部門と労働部門の連携強化 

 ○ハローワークを中心とした関係機関との連携による「チーム支援」と就労定着のための

継続的な支援の充実強化を図ること。 

２ 就労支援を担う人材の育成 

 ○ジョブコーチの人員充実とともに、就労支援を担う人材の育成を図ること。 

３ 発達障害者の就労支援 

 ○発達障害者の就労を促進するため、障害者雇用率の算定に加えるなど制度の見直しを

図ること。 

その他の障害者支援策について 

１ 障害児のサービス体系 

○障害児支援の見直しに当たって、関係機関の意見を反映させるとともに、ライフ 

ステージに応じて一貫した支援が行われるように施策の充実に努めること。 

○障害児施設の入所に関する措置の判断基準の明確化を図ること。 

２ 発達障害者支援施策 

○障害者自立支援法の支援対象者の範囲に含め、必要なサービスを受けられるように 

すること。 

○発達障害に関する専門職員(医師、保健師、保育士、教員等)の養成の充実を図ること。



人口の少ない県における障害者自立支援法の課題

２０．８．２０

鳥 取 県

１ 小規模作業所の新事業体系の移行が進まない

・県内の小規模作業所６７か所のうち、利用者９人以下の作業所が３９か所（約６０％）

⇒ 新事業体系サービスへの移行が進んでいない。

※２０年度に定員要件が緩和されたが、それでも利用者の確保が困難な状況。

・将来的にも利用者の確保の見込みが困難と認めた地域において、知事が特に認

めた場合

＜要望＞

人口の少ない地方の実情を踏まえ、定員要件の更なる緩和及び地域の実情に応じ

た報酬の設定

２ ケアホーム等の夜間支援加算の見直し

・現行の加算額は不十分で、夜間支援体制を確保する事業所に対して県単独で助成

（１，２００円／日・人）

【参考：介護保険の認知症対応型共同生活介護（グループホーム）との報酬の比較】

[障害者] [高齢者]

ケアホーム（障害程度区分４） グループホーム（要介護３）

４，８２０円／日・人 ８，６５０円／日・人

※日中に他のサービスを利用する

ことも可

※ケアホームの報酬には夜間支援員加算(５２０円／日・人)、小規模夜間支援体制加

算(６５０円／日・人)、基金による重度障害者補助（６５０円／日・人）を含む

＜要望＞

夜間支援員を配置するのに十分な加算額を設定すること

３ 経過的児童デイサービス事業所の制度化

・県内の多くの事業所が、就学前児童の７割確保が困難であり、経過的児童デイサービス事

業所（Ⅱ型）の報酬単価が適用されており、運営が困難 〔Ⅱ型９か所／１５か所〕。

【参考：定員が１０人以下（小規模）の報酬単価】

平成 年 月まで 平成 年 月以降の報酬単価18 9 18 10
Ⅱ型の報酬単価 Ⅰ型

4,070円／日・人5,280 7,540円／日・人 円／日・人

※Ⅰ型は就学前児童を７割以上受け入れている事業所

Ⅱ型は主に就学児童を受け入れている事業所で２０年度までの経過措置

＜要望＞

・就学前児童の確保が困難な地方の事業所が安定的に運営できるように、経過的

児童デイサービス事業所（Ⅱ型）を恒久的な制度とすること

・就学児童の放課後を支援するサービスも少ないことを踏まえ、人口の少ない地

方でも事業実施が可能となるような新たな仕組みを構築すること


